
令和7年9月28日（日）

芸西村教育委員会

復建調査設計㈱

第２回芸西村教育施設集約化
事業説明会

本日のプログラム（流れ）

１．教育施設集約化事業について

1-1.事業の背景と状況について（事務局より説明）

1-2.第１回事業説明会の結果について

２．今年度のワークショップの検討状況について

2-1.第１回事業説明会の意見と対応について

2-2.ワークショップの取組状況

３．その他（質疑応答と今後の予定ほか）

3-1.質疑応答

3-2.今後の予定について
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１．教育施設集約化事業について
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1-1.事業の背景と状況について

教育委員会よりご説明いたします。

■集約化する理由

• 教育施設の老朽化 建替えが必要！

• 保育所、幼稚園、小学校、中学校が対象

• 個別の建替えでなく、集約化が望ましい

• 財政面だけでなく、学校運用の面からも・・

• ・・教科担任制～小中連携～幼小連携等

• プロジェクトチームが複数の候補地を比較し、現小学校・
幼稚園の敷地を答申。その後、基本構想検討を経て、隣接
民地を含めて、計画敷地となった

• 他の候補地において２万２千㎡の平地確保は困難であり、
村の中心部の当地は総合的に最も有力となった

• 仮に丘陵山地に平地を造成すると、費用は１８億円以上か
かる上、通学距離が延び、財政・利用面での負担は増加

4

■場所の選定について



■防災教育について

• ハザードマップ上の浸水想定区域外であるが、想定外の
被災に備えるため、防災教育をより徹底！

• R6 年度に基本計画案を検討委員会にてとりまとめ

• R7年度からは、保護者や学校関係者、公募住民など
で構成する「ワーキング部会」において見直し検討中！

• この結果を踏まえ、来年度から基本設計業務を委託予定

• 未来を担う子どもたちのための大切な施設づくりを

• 展開して参ります！

5

■今後の取り組み

【現在の敷地と幼稚園・小学校の状況】
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村駐車場

購入民地（農地）
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【 R5.集約化基本構想図】 ：こども園

：小学校

：中学校

：供用施設

色分け凡例

【 R6.基本計画案】1/2 ※見直し中

こども園舎棟

小中校舎棟
体育館

西棟３階 東棟2階

プール

▼

▼

▼
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建築延床面積：約9760㎡

：こども園

：小学校

：中学校

：供用施設

色分け凡例



【R6.基本計画案】2/2 ※見直し中

：こども園

：小学校

：中学校

：供用施設

色分け凡例

こども園舎棟

小中校舎棟

▼
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１）敷地選定について

◇この場所以外に適地はないか？

◇保育教育４施設を集約化する敷地として妥当なのか？

ない。ここを敷地として計画、事業化する。

２）敷地の災害リスク対策はどうか

◇大津波が来た場合に大丈夫か？◇浸水時に迎えに行けるのか？

特に乳幼児の避難や迎えが心配であるがどうか？

• 宅地高さの安全性、建物屋上への避難階段設置、引き続きここを利用する上

でリスク増加はない。可能な範囲で宅地やフロア高の嵩上げ等も検討する。

３）幼保小中の統合集約化について

◇幼保は別な場所でも良いのではないか？中学校跡地など別敷地にできないか？

• ここに４施設を集約する。幼保の中学校跡地への移設は困難と考える。

４）工事中の学習環境の確保＝騒音・振動対策など

◇この計画（北側校舎）では近接による環境悪化や⻑期間⼯事は耐え難い。

「南側に校舎配置案」等も検討する。今後、素案を提示し意見交換予定
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1-2.第１回事業説明会の結果について



５）プール施設について

◇⼯事期間が⻑く、プールが使えない時期はどうするのか？

「南側に校舎配置する案」ほか、使えない期間を短くする。

◇小中共用型では、先の高知市内の事故もあり、安全対策をどう考えるのか？

小中の日時や時限を離すなど、置き型タイプの上げ床も検討したい

６）構内駐車場について

◇現４施設で合計76台を使用中。現計画の95台の駐車場を設ける必要があるか？

• 東隣村駐車場を割付け直せば10台以上は増える。

• 保育所跡地と⻘果市場の東隣村駐車場の利用は可能性あり 後段で図説明

７）駐車場の利用について

◇前段の対応の基準のとおり。小学校東村駐車場は教育施設の土地利用は可能と

し、保育所跡地と保育所駐車場（⻘果市場東の駐車場）は村駐車場としての利

用を可能とする。

11

1-2.第１回事業説明会の結果について

●住民説明会■ワーキング部会（ＷＳ）◆検討委員会日程

■基本構想の策定

◆集約化検討委員会（1～5回）

令和

４年11月

～

５年11月

●第1回住民説明会
R7.3.2

■基本計画の策定

◆第1～4基本計画検討委員会
等検討

令和

6年４月

～

7年3月

■第１回住民WS（5月29月）
・これまで計画～設計条件
・住民説明会の意見と対応方針
・基本計画の点検・評価

■基本計画の見直し

◆第５回基本計画検討委員会
・住民説明会結果の報告
・今年度の進め方

令和７年

５月

 ●第2回住民説明会

    R7.9/28

■第２回住民ＷＳ（8月１日）
・変更案の提示と意見交換
・比較案検討、優先順位付け

◆第6回基本計画検討委員会
・第１回WS結果と対応方針
・今年度の進め方

7月下旬

～9月上旬

●第3回住民説明会
R7.12/21予定

■第３回住民ＷＳ（10月予定）
・最終案確認～利用計画等の意見交換
・課題抽出～基本設計条件の提示

◆第7回基本計画検討委員会
・住民説明会結果報告認
・今年度の進め方

10月～

11月

とりまとめ ～ 基本設計業者の選定準備期間
12月

～

令和8年3月

【集約化事業の取組みの経緯と今年度工程】
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２．今年度のワークショップの検討状況
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グループワークの様子
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令和7年5月29日実施
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令和7年5月29日実施
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１）敷地選定について
◇この場所以外に適地はないか、他候補地との比較検討をしたのか？

過去の実施済み。当地を敷地として計画、事業化する。

２）幼保小中の統合集約化について
◇こども園は別な場所でも良いのでは？中学校跡地など別敷地にできないか？
ここに４施設を集約する。幼保の中学校跡地への移設は困難。

３）災害リスク対策はどうか
◇大津波が来た場合に大丈夫か？ 浸水時に迎えに行けるのか？
特に乳幼児の避難や迎えが心配であるがどうか？
宅地高さの安全性、建物屋上への避難階段設置し、引き続きここを利用する
可能な範囲で宅地やフロア高の嵩上げ等も検討し、リスクを増加させない。

４）工事中の学習環境の確保＝騒音・振動対策など
◇現計画（北側校舎）案では近接による環境悪化や⻑期間⼯事は耐え難い。

「南側に校舎配置案」等を検討する。今後、素案を提示し意見交換予定。

第１回ＷＳから基本計画案の見直しについて
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５）工事中のプール施設利用について
◇⼯事期間が⻑く、プールが使えない期間は⻑過ぎて困る！

「南側に校舎配置する案」ほか、使えない期間を短くする。
◇小中共用型では、先の高知市内の事故もあり、安全対策をどう考えるのか？

小中の日時や時限を離すなど、置き型タイプの上げ床も検討する。

６）構内駐車場について
◇現在４施設で使用されている台数（100台）に加え、送迎待ちや学校行事時
の予備台数の確保が可能か？
東隣り村駐車場敷地（約2,700㎡）を含めて敷地を拡大し対応する。
村駐車場は保育所跡地と⻘果市場の東の駐車場を利用する。 次頁参照！

７）共用施設の利用について
◇体育館やプール、グラウンドなど、集約化により共用施設が発生するが、
運用上の問題はないか？
施設複合化、また義務教育一貫校となった場合でも、園児・児童生徒の
数クラス数から見ると、十分に教育運用できる規模と考える。
今回敷地面積を更に拡張（前項）するので各園庭校庭の区分も可能となる

。

基本計画案の見直し【計画条件】について
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１）集約する教育（保育）施設
・保育所、幼稚園、小学校、中学校、体育館、プール等
・職員関係者約100台＋送迎・来賓の駐車場（数十台）を確保

２）敷地の範囲
・幼稚園南側の⺠地を含む範囲の面積：約２１，９２５㎡
・学校東隣の村駐車場を含む範囲では：約２４，６６０㎡（2,730㎡増）

3）施設の面積・規模
・建築施設の延床面積 ９，８００㎡（基本計画時点のもの）

4）建物形態や建築の前提とする条件
・構造は地震や津波等のリスクを考慮し、ＲＣ造を想定
・３０人学級を基本とし、共用教室等の方針は基本計画案のとおり
・各学年に一クラスの普通教室と必要な特別支援学級クラスを設置
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５）災害への安全対策
・現在の地盤高さ以上に安全な校庭や建物フロアー高さを維持
・構内の屋上等への一時避難の円滑な避難路確保
・場外からの一時避難タワーとして屋外階段からの避難路の確保

６）児童生徒等の安全・防犯対策
・通学や送迎による車両との接触事故回避
・職員の管理監視方法、機械設備等の導入

７）工事中の安全性や教育環境への配慮
・⼯事車両と利用者との動線分離による安全確保など
・⼯事期間中の保育教育環境の確保（振動・騒音・粉塵等の低減）

８）施設集約化による危険性の低減
・特殊教室や体育館、プール、ほか特別教室等の共用による不便や危険性の低減

９）建設コストやメンテナンスの低減
・施設規模の縮減やコスト減となる計画づくり
・高耐久性や施設価値の存続、将来の空教室への他用途転換の事前準備が必要

基本計画案の見直し【計画条件】について

基本計画案の基本的条件
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【普通教室】
・普通教室は小学校6教室、中学校3教室を確保して、教室の大きさは、
縦8.0ｍ×横8.0ｍの64㎡とする。30人学級を基本とする。

【特別教室ほか】
■小学校：理科室、音楽室、保健室、特別支援教室（3室）など
→図画工作室は、中学校の「美術室・技術室」を共用
→家庭科室は、中学校の「被服室・調理室」を共用

■中学校：理科室、音楽室、美術室、技術室、被服室、調理室、特別活動室、
教育相談室、進路資料・指導室、保健室、特別支援教室（4室）等

■共同利用施設
・体育館・図書館・プール（置き床式を想定） ・ランチルーム

【階層・避難計画】
・小中校舎棟は３階建てまたは２階建て以下とする。
・こども園舎は浸水災害時に備えて小中校舎屋上への避難経路を確保する。

【動線交通計画】
・小中は北側の前面道路に校門を設け、歩行者・車両は分離する。
・⻄側の村道は拡幅し、こども園ほかの送迎車両等の通行を安全を確保する。

■以前からの学校計画の条件



基本計画案の見直し４案について
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以上の対応方針により、基本計画案を見直す。次の４案を提案する。
※主案はA案とB案、C案は調理場建替え、D案はプール・体育館２階方式

A 案：東側から、こども園⇒小学校⇒中学校⇒体育館の並び
◇こども園と駐車場が東寄りとなり、役場から近くなる
◇体育館、プールが南⻄部となる

B案：西側から、こども園⇒小学校⇒中学校⇒体育館の並び
◇こども園は南⻄部となり、⻄側村道からの出入りとなる
◇体育館、プールが東寄り、駐車場は最大台数が確保できる

C案：共同調理場を建替え移転し、グラウンドが東寄り（比較用）
◇A案の派生案として、共同調理場を南⻄端に移転建替え
◇中小学校の校門を前面道路の直線区間の中央に確保

D案：プールの上_２階へ体育館を設置、土地利用を効率化（比較用）
◇B案の派生案として、プールと体育館を２階建てとする
◇体育館は面積が大きいため、ランチルームをプールの横に配置

■見直し計画４案
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A案

■A 案：東側から、こども園⇒小学校⇒中学校⇒体育館の並び
◇こども園と駐車場が東寄りとなり、役場から近くなる
◇体育館、プールが南⻄部となる
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Ｂ案

■B案：西側から、こども園⇒小学校⇒中学校⇒体育館の並び
◇こども園は南⻄部となり、⻄側村道からの出入りとなる
◇体育館、プールが東寄り、駐車場は最大台数が確保できる
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C案

■C案：共同調理場を建替え移転し、グラウンドが東寄り（比較用）
◇A案の派生案として、共同調理場を南⻄端に移転
◇中小学校の校門を前面道路の直線区間の中央に確保
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D案

■D案：プールの上_２階へ体育館を設置、土地利用を効率化（比較用）
◇B案の派生案として、プールと体育館を２階建てとする
◇体育館は面積が大きいため、ランチルームをプールの横に配置

※渡り廊下は2階にもあり

B案A案

・前面道路の中央東よりに小中正門を、西側村道からこど
も園専用の出入口を設けて分離

・西側から、こども園⇒小中校舎→体育館の並び

・前面道路の中央東寄りに小中正門とこども園出入口を
（共同調理場をはさみ）集約

・東側から、こども園⇒小中校舎→体育館の並び

【施設間連携の考え方】

・校舎・こども園舎は南側に配置
・体育館とプールは東側の中央に配置

・校舎・体育館は南側に配置
・こども園舎は東側の中央に配置【建物の配置の方針】

・児童生徒は中央からアプロ―チ（校内動線長い）
・こども園は西側村道から専用出入口からアクセス

・児童生徒は中央からアプロ―チ（校内動線長い）
・こども園は調理場の東隣りから（カーブにかかる）
・西側に裏門を設置

【利用者の動線
（アプロ―チ）】

・調理場の東隣からの出入となる（カーブにかかる）
・小中校とこども園の車両動線・駐車場は完全に分離型
・小中用105台、こども園と予備用55台、総数160台

・調理場の東隣からの出入となる（カーブにかかる）
・東側駐車場97台、西側予備18台、総数115台
・こども園と小中用の駐車場が北東に一体集合型（混在化）

【車動線～駐車場
の位置・台数】

・構内に100台・構内に100台【駐輪場の台数・配置】

・低学年用の校庭確保
・こども園の園庭とは離れる

・低学年用の校庭確保
・こども園の園庭とは離れる【校庭・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・園庭】

・0.5ｍ以上の地盤面の嵩上げが必要
・屋外避難階段へのアプローチが長い

・0.5ｍ以上の地盤面の嵩上げが必要
・屋外避難階段へのアプローチが長い【災害安全面の対策】

【工事費（相対比較）】

・約３年弱（土木造成工事を除く）・約２年弱（土木造成工事を除く）【建築工事の期間】

・小中新校舎が完成した後、体育館おプール工事となる
・校庭（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは使用不可）
・体育館プールは継続使用が可能

・こども園舎新築工事の小学校東校舎への影響あり
（工事中の騒音・振動・日陰などの発生）

・校庭（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは使用不可）
・体育館プールは継続使用が可能

【学習環境（影響）】

1）西側村道拡幅、農地及び校舎敷の造成工事
2-1）こども園舎と校舎を新築し、幼稚園と保育所を引越し

※保育所解体し、村営駐車場を整備
2-2）小中校舎の新築し、小学校の引越し、
3）既存の校舎を解体
4）体育館プールを新築し、既体育館プールを解体
5）屋外運動場（グラウンド）～駐車場の整備
※工事完了後に中学校の引越し

1）西側村道拡幅、農地及び校舎敷の造成工事
2-1）こども園舎を新築し、幼稚園と保育所を引越し

※保育所解体し、村営駐車場を整備
2-2）小中校舎の新築、体育館とプールの新築
3）小学校の引越し後、既存校舎体育館プールを解体
4）屋外運動場（グラウンド）～駐車場の整備 ⇒完了
※工事完了後に中学校の引越し

【施工計画ステップ】

・不要・不要【仮設校舎の有無】

見直した基本計画４案の比較について１/２
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D案C案

・前面道路の中央西寄りから小中正門を、東側からこども園専
用の出入口を設けて分離
※原案の北側校舎＋南側グラウンドの継承試案

・前面道路の中央西寄りから小中正門を、東側からこども園
専用の出入口を設けて分離
※共同調理場を建て替えば場合の試案

【施設間連携の考え方】

・校舎・体育館とプールは北側に配置※現計画案と同様
・体育館とプールは東側の北部に配置

・校舎・こども園舎・新共同調理場は南側に配置
・体育館とプールは西側の中央に配置【建物の配置の方針】

・児童生徒は中央付近からアプロ―チ（校内動線短い）
・こども園は西側村道から専用出入口からアクセス

・児童生徒は中央付近からアプロ―チ（校内動線長い）
・こども園は現調理場の東隣りから（カーブにかかる）
・新共同調理場は西側村道から専用出入り（裏門兼用）

【利用者の動線
（アプロ―チ）】

・小中用車両は前面道路側２カ所から出入り
・小中校とこども園の車両動線・駐車場は基本的に分離型
・小中用と予備116台、こども園は20台、総数136台

・こども園は調理場東隣からの出入に（カーブにかかる）
・小中校とこども園の車両動線・駐車場は完全に分離型
・小中用83台、こども園と予備50台、総数133台

【車動線～駐車場
の位置・台数】

・構内に100台・構内に100台【駐輪場の台数・配置】

・低学年用の校庭確保
・こども園の園庭がつながる（視覚的に連続）

・低学年用の校庭確保
・こども園の園庭とは離れる【校庭・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・園庭】

・現在の校舎敷きのため、嵩上げが不要
・屋外避難階段へのアプローチが短い

・0.5ｍ以上の地盤面の嵩上げが必要
・屋外避難階段へのアプローチが長い【災害安全面の対策】

【工事費（相対比較）】

・約２年弱（土木造成工事を除く）・約３.５年程度（土木造成工事を除く）【工事の期間】

・小学生が仮設校舎（中学校内）に引越すので、学習環境への
影響はもっとも少ない

・体育館プールは継続使用が可

小中新校舎が完成後、隣接する体育館のプール工事となる
・校庭（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは使用不可）
・体育館プールは継続使用が可能

【学習環境（影響）】

1）西側村道拡幅、農地及び校舎敷の造成工事

2-1）こども園舎と校舎、プール体育館を新築し、幼稚園と保
育所を引越し

2-2）保育所解体し、村営駐車場を整備、小学校の引越し

3）既存の幼稚園舎、校舎、プール体育館を一式解体

4）屋外運動場（グラウンド）～駐車場の整備 ⇒ 完了
※工事完了後に中学校の引越し

1）西側村道拡幅、農地及び校舎敷の造成工事

2）村営住宅跡へ仮駐車場整備した後、こども園、小中校舎
共同調理場を新築

3）幼稚園保育所、小学校の引越し後、既存校舎群を解体

4）保育所解体し、村営駐車場整備。プール新築後に既小学校

を解体

5）新体育館建設後に旧体育館を解体

6）屋外運動場（グラウンド）～駐車場の整備 ⇒完了

【施工計画ステップ】

・不要・不要【仮設校舎の有無】
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見直した基本計画４案の比較について１/２
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南側校舎配置案の４案から、良い案を選び各班で議論！
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33

34

３．その他

3-1.今後の予定

●住民説明会■ワーキング部会（ＷＳ）◆検討委員会日程

●第3回住民説明会
・最終案の報告

12/21予定

■第３回住民ＷＳ（10月予定）
・最終案確認～利用計画等の意見交換
・課題抽出～基本設計条件の提示

◆第7回基本計画検討委員会
・住民説明会結果報告確認
・今年度の進め方

10月～

11月

とりまとめ ～ 基本設計業者の選定準備期間
12月

～

令和8年3月

• 本日までの検討委員会、ワーキング部会（ＷＳ）、住民説明会
の意見を踏まえて、最終基本案をとりまとめる。

• これを下段の予定表に沿って、検討委員会、ワーキング部会
（ＷＳ）に諮り、その結果は次回の住民説明会にかける。



3-2．質疑応答

35

• ご清聴ありがとうございました。
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